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勲受章者紹介
問 秘書課☎内線1112
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春の叙勲
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田　清
きよし 元航空自衛隊航空支援集団司令官
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作 元総務省関東総合通信局放送部長
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夫 元地磁気観測所長
※各章50音順で掲載しています。

民生委員・児童委員が変更になりました
問 社会福祉課☎内線1317

　6月1日から以下の地区で、新たな民生委員・児童委員、主任児童委員が活動
しています。

担当地区 氏名（敬称略）
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主任児童委員　担当地区 氏名（敬称略）
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◎自分の地域の担当民生委
員・児童委員が分からない
場合は、社会福祉課までお
問い合わせください。

本人・家族の声が地域をつなぐ
　市内には、認知症の本人や家族が気軽に参加して悩みや体験を話せる本人
ミーティングや、認知症カフェ（オレンジカフェ）があります。
　一昨年から本人ミーティングに参加している若年性認知症当事者であるA
さんは、発症当初は戸惑い落ち込んだものの、「少しでも悩んだら早めの相談
が良いと思う。仲間ができたらもっと良いと思う」と語ります。参加をきっか
けに認知症サポーター養成講座などで自身の思いを発信し、Aさんの声は地
域に広がり、新しい認知症観と地域づくりにつながっています。

◎一歩踏み出し、地域の集まりに参加してみませんか。本人や家族の集まり
については、地域包括支援センターへお問い合わせください。

「取手市認知症ガイドブック」をご活用ください
　物忘れの自覚がないのは、認知症の症状の一つ
です。ガイドブックでは、認知症の知識、進行に
応じた対応方法やサービスなどを掲載しています。

市ホーム
ページ

認知症イベント情報

地域包括支援センターは、主任介護支援専門員・保健師・社会福祉士など
の専門職が、認知症や介護、健康の相談・支援を行います。高齢者の権利を
守る支援、住みやすい地域づくりを進めています。お気軽にご相談ください！
※お住まいの住所で担当が分かれています。詳
細は、市ホームページでご確認ください。 市ホーム

ページ

高齢者の相談窓口 地域包括支援センターへご相談ください

　この連載では、認知症になっても住みやすい地域を目指して、認知
症についてさまざまな情報を発信します！� 問 高齢福祉課☎内線1308

知ろう! 話そう!

第第44回回

日時	 7月23日（木）10:00 ～ 12:00（受付9:30 ～）
場所	 新取手自治会館
申込	 電話：地域包括支援センターさらの杜

もり
☎70-2801

締切	 7月16日（木）

認知症
サポーター
養成講座

日時	 7月23日（木）10:00 ～ 12:00（受付9:30 ～）
場所	 福祉会館会議室A（市民会館隣）
費用	 参加費100円
申込	 地域包括支援センターはあとぴあ☎71-3210

オレンジ
カフェ
はあとぴあ

日時	 7月2日（木）11:30 ～ 13:30
場所	 焼肉レストラン たいかろう（藤代駅徒歩3分）
費用	 参加費無料（飲食注文は別途）
問い合わせ…地域包括支援センター社会福祉協議会ふじ
しろ☎86-6221

オレンジ
カフェ
たいかろう

◆道路の破損などを
　見つけたら
　道路の破損箇所や街路
樹の倒木、街路灯・防犯灯
の故障を発見したら、ご連
絡ください。

◆�樹木などは道路に支障がないように
　管理してください

　道路に隣接した住宅敷地や樹林地などから、道路上に樹木が張り
出している箇所が見受けられます。私有地からの樹木や竹の枝、生
け垣や草などが道路や歩道に張り出していると安全な通行の妨げに
なるほか、道路標識やカーブミラーが見えにくくなり、交通事故を
誘発する恐れがあります。
　また、倒木によって、電線切断による停電・道路通行止めによる
通行の阻害などが発生する恐れがあります。特に豪雨や強風時には
倒木の可能性が高まります。
　良好な道路環境を確保するために、適切な管理をお願いします。

◆道路上の排水溝の清掃にご協力ください
　排水溝の表面や入り口に落ち葉やごみが集まる
と、雨水の流れが悪くなることがあります。道路
の冠水を少しでも軽減できるよう、自宅周辺の排
水溝表面の落ち葉やご
みの清掃にご協力をお
願いいたします。

管理課からのお知らせ 問 管理課☎内線1519

①�樹木（庭木・生け垣など）や、竹などが道路へ越境をしないよう管理
②雑草が生い茂って、道路へ草が越境をしないよう管理
③土砂が道路へ流出しないよう対策
④伐採や剪

せんてい
定など、倒木防止のための対策

◆安全な通行を守る
　ために
　宅地の出入り口に面した道路に乗り入
れブロックを置くと、歩行者や自転車に
とって大変危険です。また、道路排水を
阻害し、道路冠水の要因にもなるため、
置かないでください。

　市LINEのメニュー「通報（道路の破損など）」
から、道路の異状に関する通報ができます。

市ホーム
ページ

スマホ市役所（取手市
LINE）から道路の異状
が通報できます

市ホーム
ページ

私有地 私有地道路区域
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